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日本弁理士会副会長　一色 健輔

収 穫 の 秋 に 向 け て

はじめに

　今年度の正副会長会は 8月末で，発足後 5ヵ月を

過ぎ，現在胸突き八丁を迎え，その先に平坦な道が

あるのか，或いはこのまま何時までも上り坂が続く

のかわからない状態です。

　日本弁理士会及び会員のために大きな目標を掲げ

て走り出した佐藤正副会長会ですが，乗り越えなけ

ればならない障害物がたくさん現れてきております

ので，その点を整理してみたいと思います。

１．地域知財活性化運動

　地域知財活性化運動は，今年度の目玉となってお

りますが，この運動自体は会員内部からの要請で生

まれた運動ではなく，むしろ外部からの要請による

ものでありますので，特に地方の会員の意識の高揚

が要求されております。

　この地域活性化運動の中でも「商標キャラバン隊」

は来年からの地域ブランド登録制度の施行に合わせ

て，47 都道府県の全ての地区においてセミナーや

相談会を開催しようとするものです。この「商標キャ

ラバン隊」は，この秋から本格的な活動に入ります

が，予算上も厳しい状態にあり，また担当する副会

長はじめ会員および事務局の負担は極めて大きなも

のとなっております。

２．弁理士情報の開示促進

　現在日本弁理士会のホームページ上に「弁理士リ

スト検索システム」が掲載されています。この検索

システムは，今年の 7月 1日に一部改善され，検索

速度の高速化，画面の見やすさ，操作の簡便化が図

られました。

　しかしながら，この検索システムはユーザーが希

望する弁理士を検索する場合に情報量が不充分であ

るとの指摘がなされており，第二次改善として 10

月をめどに新たな「弁理士リスト検索システム」を

公開すべく，関係委員会において，準備を進めてお

ります。

　この新たな「弁理士リスト検索システム」を作成

するにあたり，今年 4月に施行された個人情報保護

法との問題もありますので，近々，全ての会員，事

務所，特許業務法人に経歴や業務実績等の詳細な情

報開示を求める依頼文書を配布いたしますので，よ

ろしくご協力をお願いいたします。

３．弁理士法見直しへの対応

　平成 18 年 1 月に弁理士法施行後 5 年を迎え，弁

理士法の見直しが行われることになっています。

　この弁理士法改正の見直しにあたって，当会が強

く主張している点は弁理士試験制度と研修制度をリ

ンクさせる点です。今後，毎年弁理士試験合格者が

600 名を大幅に超えるとの予測のもと，実務経験の

ない弁理士試験合格者に対して質的担保をどのよう

にしていくのかという点が大きな問題となっていま

す。

４．全国支部化の推進

　日本弁理士会の諸々の活動を全国的に展開し，地

域ユーザーの知財活動を支援し，地域の関係官庁・

団体との知財活動の連携を計るため，日本弁理士会

の組織を全国的な支部組織として再編するとの考え

のもと，全国支部化の計画が着々と進行しています。

　既に存在する近畿支部，東海支部以外に本年 6月

22 日に九州支部が設置されました。北海道，東北，

北陸，中国，四国は平成 17 年度末までに支部を設

置する予定です。

　問題は，関東支部です。今年度中に関東支部の設

置は難しい状況ですが，その設置のための具体的検

討は既に行われております。関東には 7割以上の会

員が存在しますので，近畿支部や東海支部と同様の

支部を作るとなると，現在の本会とそれほど変わら

ない規模の人的構成と物的設備が必要となり，本会

に屋上屋を架すことになりますので，関東支部をど

のように構成するかは大きな問題です。

むすび

　今年度の正副会長会の計画が予定通りに遂行され

ますように，会員皆様の暖かいご支援をよろしくお

願いいたします。


